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人事給与システム等更新等業務

仕様書






令和８年７月１０日
Ⅰ 人事給与システム等更新業務（箕面市職員分） 
１ 履行期間 
契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

２．システム構成の概要
（１）サーバ等機器設置場所
①箕面市庁舎外に設置すること
②クラウド方式で提案すること
③国の法令・指針等に基づき、耐震構造、火災対策など物理的なセキュリティ確保ができる場所であり、入退室管理、監視カメラの設置、ウイルス対策や不正アクセス対策など情報セキュリティ対策をとっている場所であること。
④本市が所有するデータについては独立したデータ構造とし、他の利用団体から遮断されアクセスできないものとすること。また、庶務事務システムについては、箕面市職員と箕面市教職員にかかるデータを混在せず、それぞれ独立して管理できるようにすること。
⑤提供業者はシステム監視を２４時間３６５日実施し、稼働状況の確認を行い、月及び年単位で状況報告を行うものとする。
⑥このシステムを設置するデータセンターの電源供給環境は、特別高圧２系統以上とし、無停電電源装置を装備し、さらに自家発電装置にて２４時間３６５日供給できること。
⑦このシステムを設置するデータセンターのインターネット回線については、IX及び大手プロバイダなどの複数の系統を持ち、２４時間３６５日接続され安定していること。

（２）ネットワーク回線
①サーバとの接続について、適切な回線速度とセキュリティを確保できる回線とすること。
②データセンターと本市との接続回線については、LGWAN回線・IP-VPN回線のいずれかの回線で接続できること。ただし、各職員の申請処理など発生源入力機能についてはIP-VPN回線での提供とすること。
※本市のLGWAN回線の帯域保障は10Mbps
※IP-VPNは、常時2Mbps程度を確保し、常時回線保守管理を行い、快適な通信性能を提供し、障害発生時は障害切り分けが容易に出来るものであること。なお、帯域保障はシステム稼働状況を鑑み、帯域の変更が可能なこと。

（３）端末機等
①人事給与業務を行う端末機（職員課職員及び委託業者）は20台程度とし、申請処理など発生源入力を行う端末機器は以下のとおりとする。
箕面市職員分：約1,900台（常勤職員等：1,400台、会計年度任用職員：500台）
②発生源入力や各種紹介を行う端末から出力するプリンタは本市がすでに設置している複合機を利用する。

３．業務内容
業務内容については、以下「４．導入システムについて」に指定する機能を持った人事給与等システム（以下「本システム」という。）を導入し、稼働させるために必要な作業一切を含むものとする。
①別紙「機能要件確認書」に対応したシステムを提供すること
②帳票については、本市の条例及び規則に定められている項目を出力できること
③本市のイントラネット及び外部業務委託場所からアクセス可能な仕組みを構築すること
④パッケージシステムの設定・調整（そのために必要な本市担当者との打ち合わせを含む）
⑤文字環境の構築
⑥本システムの稼働に必要な機器の調達・設置・設定（ルータのコンフィグ等のネットワークの設定や必要なテスト環境の構築含むが、庁内イントラネットについては本市の情報ネットワーク管理部門と打ち合わせを行い、その指示に基づいて設定作業を行うものとする）
⑦システムの稼働に必要なソフトウェアのインストール及び設定
⑧現行システムから本システムへのデータ移行及び他システムとの不突合データの検証。これらに必要な現行ベンダとの打ち合わせ・各種調整も含む（ただし現行システムからのデータ抽出は現行システムの導入ベンダに別途委託するものとする。）
⑨他システムとの連携に必要なデータ連携の構築を行うこと。これに必要な各連携システムベンダとの打ち合わせ・各種調整を含む。
⑩運用に当たって必要となる諸検証作業
⑪システム導入に当たっての本市職員への研修の実施
※職員課職員向け及び庶務担当者向けの研修を実施すること
※庶務担当者向け研修については、最低３日間【午前・午後の計６回】
⑫マニュアル等システムの稼働及び運用に必要なドキュメントの作成
※マニュアルについては、システム管理者/職員課職員向け、一般職員向けのものをそれぞれ作成すること
⑬その他、他社の同種システム及びサービスと比較し、あるいは他市町村における導入実績等を踏まえて、先進事例に基づいた提案を行うこと

４．導入システムについて
別紙「機能要件確認書」に記載する機能を実装し、また、機能要件に記載はないが、以下の点についても対応済みのシステムを導入すること。
①導入するシステムパッケージは５年間の保守サポートを保障されていること
②WEBシステム（Windows11以降の最新バージョン、Edge）の標準機能で動作すること
※端末を追加するたびに別途ソフトウェアを有償で調達することなく動作するシステムであること
③初期導入時を除き、Administrator権限を必要としないこと
④更新システムについては、令和９年４月現在の法改正分を含めて業務が可能であること
⑤EUCによるデータ抽出機能を有していること
⑥他システムと連携する機能を有していること
※財務会計システムとの連携を予定
⑦コンピュータウイルス対策機能を有していること
⑧使用する機器については、製品指定などの制約がないこと
⑨機器の更新時に導入システムにかかる経費を発生させないこと
⑩システムの本稼働後６０ヶ月以内にパッケージシステムがバージョンアップした場合、ソフトウェアについて別途経費がかからないものであること
⑪LTO等の媒体による、業務処理データのバックアップ機能を有し、バックアップ時点に復元可能なこと
⑫回線、ネットワーク機器サーバ等システムの稼働に必要な機器は、２４時間３６５日稼働し、自動監視及び障害発生時の対応が行われること。ただし、データバックアップ及びサーバの再起動等に要する時間帯については本市と協議すること
５．本システムの稼働開始時期
令和９年４月１日付の稼働開始を予定
並行稼働については令和９年２月～３月を予定

６．データ移行について
本システムには、以下に示す対象者について、現行システムでの処理データを移行させる。
在籍者：約2,300名
非在籍者：約8,000名














Ⅱ　庶務事務システム開発業務（箕面市教職員分） 
１ 履行期間 
契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

２．システム構成の概要
（１）サーバ等機器設置場所
①箕面市庁舎外に設置すること
②クラウド方式で提案すること
③国の法令・指針等に基づき、耐震構造、火災対策など物理的なセキュリティ確保ができる場所であり、入退室管理、監視カメラの設置、ウイルス対策や不正アクセス対策など情報セキュリティ対策をとっている場所であること。
④本市が所有するデータについては独立したデータ構造とし、他の利用団体から遮断されアクセスできないものとすること。また、箕面市職員と箕面市教職員にかかるデータを混在せず、それぞれ独立して管理できるようにすること。
⑤提供業者はシステム監視を２４時間３６５日実施し、稼働状況の確認を行い、月及び年単位で状況報告を行うものとする。
⑥このシステムを設置するデータセンターの電源供給環境は、特別高圧２系統以上とし、無停電電源装置を装備し、さらに自家発電装置にて２４時間３６５日供給できること。
⑦このシステムを設置するデータセンターのインターネット回線については、IX及び大手プロバイダなどの複数の系統を持ち、２４時間３６５日接続され安定していること。

（２）ネットワーク回線
①サーバとの接続について、適切な回線速度とセキュリティを確保できる回線とすること。
②データセンターと本市との接続回線については、LGWAN回線・IP-VPN回線のいずれかの回線で接続できること。
※本市のLGWAN回線の帯域保障は10Mbps
※IP-VPNは、常時2Mbps程度を確保し、常時回線保守管理を行い、快適な通信性能を提供し、障害発生時は障害切り分けが容易に出来るものであること。なお、帯域保障はシステム稼働状況を鑑み、帯域の変更が可能なこと。

（３）端末機等
①庶務事務業務を行う端末機（教職員課）は10台程度とし、申請処理など発生源入力を行う端末機器は以下のとおりとする。
箕面市教職員分：約1,000台（約1,000ユーザー）
②発生源入力や各種紹介を行う端末から出力するプリンタは本市がすでに設置している複合機を利用する。

３．業務内容
業務内容については、以下「４．導入システムについて」に指定する機能を持った庶務事務システム（以下「本システム」という。）を導入し、稼働させるために必要な作業一切を含むものとする。
①別紙「機能要件確認書」に対応したシステムを提供すること
②帳票については、本市の条例及び規則に定められている項目を出力できること
③本市のイントラネット及び外部業務委託場所からアクセス可能な仕組みを構築すること
④パッケージシステムの設定・調整（そのために必要な本市担当者との打ち合わせを含む）
⑤文字環境の構築
⑥本システムの稼働に必要な機器の調達・設置・設定（ルータのコンフィグ等のネットワークの設定や必要なテスト環境の構築含むが、庁内イントラネットについては本市の情報ネットワーク管理部門と打ち合わせを行い、その指示に基づいて設定作業を行うものとする）
⑦システムの稼働に必要なソフトウェアのインストール及び設定
⑧現行システムから本システムへのデータ移行及び他システムとの不突合データの検証。これらに必要な現行ベンダとの打ち合わせ・各種調整も含む（ただし現行システムからのデータ抽出は現行システムの導入ベンダに別途委託するものとする。）
⑨他システムとの連携に必要なデータ連携の構築を行うこと。これに必要な各連携システムベンダとの打ち合わせ・各種調整を含む。
⑩運用に当たって必要となる諸検証作業
⑪システム導入に当たっての本市職員への研修の実施
※教職員課向け及び庶務担当者向けの研修を実施すること
※庶務担当者向け研修については、最低３日間【午前・午後の計６回】
⑫マニュアル等システムの稼働及び運用に必要なドキュメントの作成
※マニュアルについては、システム管理者/教職員課職員向け、一般職員向けのものをそれぞれ作成すること
⑬その他、他社の同種システム及びサービスと比較し、あるいは他市町村における導入実績等を踏まえて、先進事例に基づいた提案を行うこと

４．導入システムについて
別紙「機能要件確認書」に記載する機能を実装し、また、機能要件に記載はないが、以下の点についても対応済みのシステムを導入すること。
①導入するシステムパッケージは５年間の保守サポートを保障されていること
②WEBシステム（Windows11以降の最新バージョン、Edge）の標準機能で動作すること
※端末を追加するたびに別途ソフトウェアを有償で調達することなく動作するシステムであること
③初期導入時を除き、Administrator権限を必要としないこと
④更新システムについては、令和９年４月現在の法改正分を含めて業務が可能であること
⑤EUCによるデータ抽出機能を有していること
⑥他システムと連携する機能を有していること
⑦同一パッケージシステム内ではシングルサインオンができること
⑧コンピュータウイルス対策機能を有していること
⑨使用する機器については、製品指定などの制約がないこと
⑩機器の更新時に導入システムにかかる経費を発生させないこと
⑪システムの本稼働後６０ヶ月以内にパッケージシステムがバージョンアップした場合、ソフトウェアについて別途経費がかからないものであること
⑫LTO等の媒体による、業務処理データのバックアップ機能を有し、バックアップ時点に復元可能なこと
⑬回線、ネットワーク機器サーバ等システムの稼働に必要な機器は、２４時間３６５日稼働し、自動監視及び障害発生時の対応が行われること。ただし、データバックアップ及びサーバの再起動等に要する時間帯については本市と協議すること

５．本システムの稼働開始時期
令和９年４月１日付の稼働開始を予定
並行稼働については令和９年２月～３月を予定




















Ⅲ 人事給与システム等保守委託業務（箕面市職員分） 
１ 履行期間 
令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までとする。 

２ 履行場所 
大阪府箕面市西小路他

３ 目的
本業務は、別業務にて導入する人事給与等システム（以下「本システム」という。）を安定して利用できること及び本システムの円滑な運用を維持し、もって関連業務の処理効率の維持・向上や安定・正確な提供を目的とする。

４ 業務内容
本業務の内容は、本システムを利用したいときに利用できるような環境を提供すること及び本システムの稼働を維持し、上述の目的を達成するために必要な一切の作業とし、令和９年４月１日から６０か月間は行うこと。
本業務では、本システムの１時間以上の停止（システムアップデート等に伴う計画停止は除く）、本システムを用いた処理（関連業務の申請受理、給与計算処理の決定、総務省の調査表作成など）を正確に処理できないなどの事象や、その他システムに起因する事象により、発注者、本システムを用いた処理や作成データの関係機関に影響を及ぼすような重要障害が発生した場合の対応だけでなく、それらの発生を未然に防ぐために必要な措置を行うこと。なお、上記の重要障害が発生したときは、発注者が契約を解除することができるので留意すること。
また、システムの運用支援として、適宜発生する事象などに関する電話相談対応、必要に応じてSEの派遣対応などを行うこと。
併せて、他社の同種システムおよびサービスと比較し、あるいは他市町村へ導入している実績を踏まえて、本市担当職員の本システムを用いた作業負担の軽減効果や保守費用などの面で発注者が著しく不利とならないよう、本システムの改善や保守業務の効率化などの措置を行うこと。
また、契約期間中に行われる法改正に対応するためのシステム改修については、突発的でかつ大幅な改正を除いて本業務の範囲内とし、別途経費を発生させないこと。なお、別途経費が発生する場合はその理由を具体的に示すとともに、積算根拠を詳細に示すこと。
その積算を行うにあたり、SE単価×日数（工数）で積算すること。
保守の範囲内で対応する法改正対応や新機能のリリースの際は、変更内容説明資料を提供すること。また必要に応じてオンラインによる説明会等を実施すること。
また、電話による問い合わせの受付時間は平日8時45分から17時30分とすること。また、メールによる問合せは24時間365日受付を行い、翌営業日に対応を行うこと。
発注者または関係機関等に直接影響を与えるような重要障害が発生した場合の対応や、その他の保守条件の詳細は、最低限以下の内容を順守すること。
〇重要障害発生時は可能な限り早急に問題の解決に努めることとし、遅くとも本市担当者の連絡があってから２４時間以内には問題を解決又は代替措置による運用が可能な状態とすること。
〇重要障害発生時の対応方針や対応人員をあらかじめ明確にし、責任者を事前に報告すること。






Ⅳ 庶務事務システム保守委託業務（教職員分）
１ 履行期間 
令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までとする。 

２ 履行場所 
大阪府箕面市西小路他

３ 目的
本業務は、別業務にて導入する庶務事務システム（以下「本システム」という。）を安定して利用できること及び本システムの円滑な運用を維持し、もって関連業務の処理効率の維持・向上や安定・正確な提供を目的とする。

４ 業務内容
本業務の内容は、本システムを利用したいときに利用できるような環境を提供すること及び本システムの稼働を維持し、上述の目的を達成するために必要な一切の作業とし、令和９年４月１日から６０か月間は行うこと。
本業務では、本システムの１時間以上の停止（システムアップデート等に伴う計画停止は除く）、本システムを用いた処理（関連業務の申請受理、給与計算処理の決定、総務省の調査表作成など）を正確に処理できないなどの事象や、その他システムに起因する事象により、発注者、本システムを用いた処理や作成データの関係機関に影響を及ぼすような重要障害が発生した場合の対応だけでなく、それらの発生を未然に防ぐために必要な措置を行うこと。なお、上記の重要障害が発生したときは、発注者が契約を解除することができるので留意すること。
また、システムの運用支援として、適宜発生する事象などに関する電話相談対応、必要に応じてSEの派遣対応などを行うこと。
併せて、他社の同種システムおよびサービスと比較し、あるいは他市町村へ導入している実績を踏まえて、本市担当職員の本システムを用いた作業負担の軽減効果や保守費用などの面で発注者が著しく不利とならないよう、本システムの改善や保守業務の効率化などの措置を行うこと。
また、契約期間中に行われる法改正に対応するためのシステム改修については、突発的でかつ大幅な改正を除いて本業務の範囲内とし、別途経費を発生させないこと。なお、別途経費が発生する場合はその理由を具体的に示すとともに、積算根拠を詳細に示すこと。
その積算を行うにあたり、SE単価×日数（工数）で積算すること。
保守の範囲内で対応する法改正対応や新機能のリリースの際は、変更内容説明資料を提供すること。また必要に応じてオンラインによる説明会等を実施すること。
また、電話による問い合わせの受付時間は平日8時45分から17時30分とすること。また、メールによる問合せは24時間365日受付を行い、翌営業日に対応を行うこと。
発注者または関係機関等に直接影響を与えるような重要障害が発生した場合の対応や、その他の保守条件の詳細は、最低限以下の内容を順守すること。
〇重要障害発生時は可能な限り早急に問題の解決に努めることとし、遅くとも本市担当者の連絡があってから２４時間以内には問題を解決又は代替措置による運用が可能な状態とすること。
〇重要障害発生時の対応方針や対応人員をあらかじめ明確にし、責任者を事前に報告すること。
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